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 成田市長  小 泉  一 成  様 

 

 

                成田市監査委員 佐々木  宏 之 

                成田市監査委員 岩 下  豊 久 

                成田市監査委員 油 田    清 

 

定期監査（工事監査）の結果について（報告） 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１項及び第４項

の規定により監査を実施したので、同条第９項の規定により監査の結果

に関する報告を提出します。 
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の規定により監査を実施したので、同条第９項の規定により監査の結果

に関する報告を提出します。 
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工事監査結果報告 

 

第１ 監査の概要 

１ 監査の対象 

工 事 名 大栄地区小中一体型校舎新築工事（建築工事） 

請負金額 ４，０２２，８３５，３００円（消費税含む） 

担 当 課 教育部 学校施設課 

目的及び 

効 果 

本事業は、大栄地区における児童数の減少傾向により一部

の学校が過小規模になると見込まれていることから、小学

校５校を統合するとともに中学校との一体型校舎を建設す

ることにより、学校規模の適正化を図るものである。 

 

２ 監査の期日 

令和２年１１月１１日 (水) 

 

３ 監査の方法 

監査の対象とした工事について、設計、施工等が適正に行われてい

るかどうかを主眼として、技術面の調査を公益社団法人大阪技術振興

協会に委託し監査を実施した。 

監査に当たっては、関係職員、設計業者及び施工業者の出席を求め、

質疑応答、関係書類の調査及び工事現場の実地調査を行った。 

 

第２ 監査の結果 

監査の対象とした工事に係る計画、設計、施工及び工事監理等につ

いて、おおむね適正に執行されていると認められた。 

一方、監査時点において、新型コロナウイルス感染症の影響により

既に２１日間の作業休止期間が発生していることから、今後の工程及

びコスト等について早期に事業者と協議を行い、精算増減に係る契約

事務も含め当該事業全般の適正な執行に努められたい。 

なお、参考とした技術調査報告書は別紙のとおりである。 


